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令和２年５月 15 日 

 

各都道府県介護保険担当主管部（局） 御中 

 

厚生労働省老健局高齢者支援課 

 

 

地域医療介護総合確保基金の介護施設等における新型コロナウイルス感染

拡大防止対策支援事業に関する取扱いについて 

 

 

日頃より、高齢者保健福祉行政の適正な運営に御尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

介護施設等における新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、都道府県にお

かれては、地域医療介護総合確保基金の介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大

防止対策支援事業を実施していただいているところですが、今般、本事業の消毒液等購入

経費支援（都道府県の消毒液等購入費）に関する取扱いについて、下記のとおりお示しし

ます。 

各都道府県におかれては、引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業に

取り組むことにより、貴管内の介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染拡大防

止に対する支援をお願いいたします。 

 

記 

 

消毒液等購入経費支援（都道府県の消毒液等購入費）について、介護施設等の利用者や

従業員の体調管理を行うための体温計（非接触型を含む）やパルスオキシメーターは対象

とする。 

 

（参考）「地域医療介護総合確保基金管理運営要領」（「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援

臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」（平成 26年 9月 12日厚生労働省医

政局長ほか連名通知）別紙） 

別記１－１「介護施設等の整備に関する事業」 

 ２（６）介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業 

  ア 介護施設等における消毒液購入等経費支援事業 

  （ア）対象事業 

   ａ 消毒液等購入経費支援 

介護現場では、感染経路の遮断が重要であるが、それに伴い消毒液等の需給が逼迫し、介護施設

等が自力で購入できない状況を踏まえ、都道府県が介護施設等へ配布する消毒液等を卸・販社から

一括購入するための事業を対象とする。 

   ｂ （略） 


